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第１章 総 則 
第１条 (約款の適用) 

ミクスネットワーク株式会社(以下「ＭＩＣＳ」といいます)は電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」と

いいます。) 第 31 条及び同法第 31 条の 4並びに電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事

業法施行規則」といいます。)第 19 条の 2 及び第 21 条の 2 の規定に基づき，このマルチメディア通信網サービスの S

型サービス（以下ＤＳＬサービスといいます。）を提供します。 

2   前項のほか、ＭＩＣＳは、ＤＳＬサービスに附帯するサービス(ＭＩＣＳが別に定めるものを除きます。以下「附帯サービ

ス」といいます。)をこの約款により提供します。 

第２条 (約款の変更) 

ＭＩＣＳは、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によりま

す。 

第３条 (用語の定義) 

 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用   語 用 語 の 意 味 

1.電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

2.電気通信サービス 
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用

に供すること 

3.マルチメディア通信網 

ＭＩＣＳが設置する主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルに

より符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続

する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいま

す。以下同じとします。) 

4.ＤＳＬサービス 

ＭＩＣＳのＤＳＬサービス取扱所に設置されている交換設備と契約の申込者が指定する場所に

設置されている DSL 機器等との間を特定協定事業者が提供する DSL 回線経由でＭＩＣＳの光

ファイバー網による回線にて接続して、インターネットプロトコルによる相互接続通信を提供す

るマルチメディア通信網サービス 

5.ＤＳＬサービス 

取扱所 
ＤＳＬサービスを提供するためにＭＩＣＳの電気通信設備が設置されている事業所 

6.所属ＤＳＬサービス 

取扱所 
そのＤＳＬサービスに関する契約事務を行うＤＳＬサービス取扱所 

7.取扱所交換設備 ＤＳＬサービス取扱所にＭＩＣＳが設置する交換設備 

8.ＤＳＬサービス契約 ＭＩＣＳからＤＳＬサービスの提供を受けるための契約 

9.ＤＳＬサービス契約者 ＭＩＣＳとＤＳＬサービス契約を締結している者 

10.契約者回線 
ＤＳＬサービス契約に基づいて、取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間で設

置される電気通信回線 

11.収容ＤＳＬサービス

取扱所 
その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているＤＳＬサービス取扱所 

12.ドメイン名 株式会社日本レジストリサービス（以下「ＪＰＲＳ」といいます。）等によって割り当てられる名称 

13.ＩＰアドレス 
インターネットプロトコルで定められているアドレス。ＩＰアドレスは財団法人日本インフォメーショ

ンセンター（以下「ＪＰＮＩＣ」といいます。）等によって割り当てます。 

14.相互接続点 

ＭＩＣＳとＭＩＣＳ以外の第 1 種電気通信事業者(事業法第 9 条第 1 項の許可を受けたものをい

います。以下同じとします。)又は第 2 種電気通信事業者(事業法第 22 条第 1 項の届出をした

者又は事業法第 24条第 1項の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。)との間の相互

接続協定(事業法第 38 条の 2 第 6 項若しくは第 8 項又は第 38 項の 3 第 1 項、第 3 項若しく

は第 5 項の規定に基づきＭＩＣＳがＭＩＣＳ以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接

続に関し締結した協定をいいます。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 

15.協定事業者 ＭＩＣＳと相互接続協定を締結している第 1種電気通信事業者又は第 2種電気通信事業者別
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表３に掲げる者 

16 特定協定事業者 協定事業者のうち別表３の１に掲げる者 

17.インターネット接続 

事業者 

主としてインターネットプロトコルにより、本邦外の他の事業者との接続サービスを提供する第 1

種電気通信事業者又は第 2種電気通信事業者 

18.外部インターネット 
協定事業者が提供する通信回線を介して接続されるマルチメディア通信網外部のインターネ

ット通信網又はそのインターネット通信網サービス 

19.契約者回線等 

契約者回線 

相互接続点(この欄の(3)に規定するものを除きます。) 

インターネット接続事業者との相互接続点 

その他ＭＩＣＳが必要により設置する電気通信設備 

20.自営電気通信設備 第 1 種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、ＤＳＬ機器以外のもの 

21.ＤＳＬ機器 ＭＩＣＳが貸与又は契約者が設置する電気通信設備等 

22.技術基準等 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び回線端末等の接続の技術基準 

23.消費税相当額 

消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税

の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税さ

れる地方消費税の額 

第２章 サービスの品目及び区域 
第４条 （ＤＳＬサービスの品目） 

ＤＳＬサービスには届出料金表に規定する、種類、品目及び通信の態様による細目があります。 

第５条 (ＤＳＬサービスの区域) 

ＭＩＣＳは、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、ＤＳＬサービスの需要と供給の見込み等を考慮してＤＳＬ

サービス区域を設定します。 

2 ＭＩＣＳはＤＳＬサービス区域をＭＩＣＳにおいて閲覧に供します。 

第３章 契 約 
第６条 （契約の単位） 

  ＭＩＣＳは、１の契約者識別符号（ＤＳＬサービス契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、

ＤＳＬサービス契約に基づいて契約者に割り当てるものをいいます。以下同じとします。）につき１のＤＳＬサービス

契約を締結します。この場合、ＤＳＬサービス契約者は、１のＤＳＬサービス契約につき１人に限ります。 

第７条 （契約申込の方法） 

ＤＳＬサービス契約の申込をするときは、必要事項を記入した当社所定の契約申込書を所属ＤＳＬサービス取扱

所に提出していただきます。 

第８条（契約申込の承諾） 

ＭＩＣＳは、ＤＳＬサービス契約の申込があったときは、これを承諾するものとします。 

2      申込に係るサービスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、ＭＩＣＳが必要と認めるときは、その順序を

変更することがあります。 

3     ＭＩＣＳは、第１項及び第２項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合には、ＤＳＬサービス契約の申込を

承諾しないことがあります。 

(1)契約申し込み者が DSL 回線について特定協定事業者と契約締結している者と同一の者とならないとき。 

(2)ＤＳＬサービスを提供することが技術上著しく困難なとき。 

(3)ＤＳＬサービス契約の申込者がＤＳＬサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそ

れがあるとき。 

(4)ＤＳＬサービス契約の申込者が第 30 条（利用停止）に該当するとき。 

(5)ＤＳＬサービスの申込書にことさらに虚偽の事実を記載したとき。 

(6)そのＤＳＬ回線に係る特定協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申し込み内容が相互接続協定に基

づく条件に適合しない時。 

(7)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

第９条（最低利用期間） 

 ＤＳＬサービスの最低利用期間については、1 年間未満とし、届出料金表に定めるところによります。 

契約者は前項の最低利用期間内にＤＳＬサービスの解除があった場合、当社が定める期日までに、残 
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余の期間に対応する定額利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。 

第１０条（契約事項の変更） 

  ＤＳＬサービスの契約事項のうち、届出料金表に定める種類の変更の場合は、利用契約をいったん解約して、

新たに利用契約を申し込んでいただきます。 

第１１条（契約回線の一時中断） 

ＭＩＣＳは、ＤＳＬサービス契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断（その契約者回線を他

に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。）を行います。 

第１２条（利用の休止） 

ＭＩＣＳは、ＤＳＬサービス契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の休止（再利用をする事を条件に

契約者回線及び当社の設置したＤＳＬ機器の撤去をする事。）を行います。 

2      前項の期間は 6 ヶ月を限度とします。この期間の経過後１ヶ月を過ぎても再開の申し出がない場合は、その時点

でＤＳＬサービス契約は解除されたものとします。 

3     契約者はＭＩＣＳが利用休止のためにＭＩＣＳが設置したＤＳＬ機器の撤去、再利用時のＤＳＬ機器の設置、特定契

約事業者への工事等当該発生費用を負担いただきます。 

第１３条（権利譲渡の禁止） 

  ＤＳＬサービス契約者がＤＳＬサービス契約に基づいてＤＳＬサービスの提供を受ける権利は、譲渡することがで

きません。 

第１４条（契約者の地位の承継） 

 相続又は法人の合併によりＤＳＬサービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人

若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属 DSL サービス取扱

所に速やかに届け出ていただきます。 

2     前項の場合に、地位を承継した者が２人以上あるときは、そのうちの１人を当社に対する代表者と定め、これを届

け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。 

3      当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの１人を代表者として取

り扱います。 

4      ＤＳＬサービス契約者の地位承継の届出があったときは、当社は、第８条（契約申込の承諾）の規定に準じて取り

扱います。 

第１５条（契約者住所移転に伴う変更の届出） 

契約者は住所、電話番号、その他 MICS に届け出ている内容に変更が生じた場合には、ＭＩＣＳ所定の方法により

速やかに届け出るものとします。 

2      契約者が住所を移転する場合で、その移転先においてＭＩＣＳがDSLサービスを提供している地域である場合は、

契約者は新たに工事費用を支払うことにより、移転先においてＤＳＬサービスを継続することを申し込むことが出

来ます。 

3     前項の申し込みに対して、この約款の契約に関する規定が準用されたものとします。但し、当該契約者は新たに

初期費用を支払う事を要しません。 

4     契約者が住所を移転する場合で、前項の申込をしない場合、もしくはその移転先において DSL サービスを提供し

ていない地域である場合、当該契約者、この約款に従い、契約解除手続きをとることとします。 

5     前項の契約の解除申込みがなされず、もしくは契約の解除申込みが遅れたことにより、当該契約者の契約の解除

が遅れた場合でも、当該契約者は、契約の解除までに発生する当社に対する料金等の債務の全額を支払うものと

します。 

第１６条（付加機能の提供） 

ＭＩＣＳは、ＤＳＬサービス契約者から請求があったときは、そのＤＳＬサービス契約について届出料金表に定める

ところにより付加機能を提供します。 

2 ＭＩＣＳは、付加機能に係るＤＳＬサービス契約が解除されるとき、その契約に係る付加機能契約を解除します。 

第１７条（付加機能の一時中断） 

ＭＩＣＳは、付加機能を利用しているＤＳＬサービス契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中

断を行います。 

第１８条（特定協定事業者との契約） 

契約者がＤＳＬサービスの提供を受けるためには、ＭＩＣＳのほかに別途指定する特定協定事業者と契約し、回線使用

料等の代金の支払をしていただく必要があります。 

2  前項の契約をしていただけない場合は、もしくは前項の契約が終了した場合、ＭＩＣＳはＤＳＬサービス利用契約の申     
込を拒絶し、もしくは契約を解除することができます。 

3 ＭＩＣＳは、契約者の便宜のためもしくは特定協定事業者等との取り決めにより、契約者から特定協定事業への契約  
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申込受付手続き、代金の支払い、その他手続き等について、これを代行等することがあります。 

4  前項の規定によりＭＩＣＳによる代行等がなされた否かにかかわらず、契約者との特定協定事業者との契約につい    
ては、その当事者間で処理するものとし、当該契約に関する債権・債務（損害賠償請求権を含む）その他一切のトラブ

ルについて当社は何ら責任を負いません。 

第１９条（契約者が行う契約の解除） 

 ＤＳＬサービス契約者は、ＤＳＬサービス契約を解除しようとするときはそのことをあらかじめ所属ＤＳＬサービス取

扱所に書面により通知していただきます 

第２０条（MICS が行う契約の解除） 

   ＭＩＣＳは、契約者からその契約に係るＤＳＬ回線について契約の解除があった旨の届出があったとき又はその事実

を知ったときは、この契約は解除します。 

 ただし、契約者がＤＳＬ回線に係る契約の解除すると同時にその契約に相当する契約を締結した場合であって、

その契約者から契約を継続したい旨の申し出があったときは、この限りでありません。  

2     前項に規定するほか、ＭＩＣＳは、契約者とその契約に係るＤＳＬ回線について特定協定事業者と契約を締結して

いる者が同一のものでないことについて、その事実を知ったとき、この契約を解除することがあります。 

3     電気通信回線の光化等、ＭＩＣＳまたは契約者の責めに帰すべからざる事由によりＭＩＣＳの電気通信回線設備の

変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難で DSL サービスができないとき。 

4      ＭＩＣＳは、第３０条(利用停止)の規定によりＤＳＬサービスの利用停止をされたＤＳＬサービス契約者が、なおその

事実を解消しない場合は、ＤＳＬサービス契約を解除することがあります。 

5     ＭＩＣＳは、ＤＳＬサービス契約者が第３０条(利用停止)第１項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実

がＭＩＣＳの業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、ＤＳＬサービスの

利用停止をしないでそのＤＳＬサービス契約を解除することがあります。 

6      ＭＩＣＳは、各項の規定により、そのＤＳＬサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめＤＳＬサービス契約者

にそのことを通知します。 

第４章 ＤＳＬ機器 
第２１条（ＤＳＬサービス契約者へのＤＳＬ機器の提供等） 

ＭＩＣＳは、ＤＳＬサービス契約者から請求があったときは、ＤＳＬ機器を届出料金表に定めるところによりＤＳＬ機

器を提供します。 

2     契約者又はＭＩＣＳは、契約者が指定する場所において契約者の自営電気通信設備とＤＳＬ機器を契約に基づき

接続するものとします。 

3     ＤＳＬ機器は当社が指定し、その機器以外は接続できません。 

4     ＭＩＣＳが契約に基づきＭＩＣＳが提供したＤＳＬ機器に必要な電気は、ＤＳＬサービス契約者から提供していただき

ます。またＭＩＣＳが契約に基づき設置する契約者回線設置に伴い電気が必要な場合はＤＳＬサービス契約者に提

供していただきます。  

5     ＤＳＬサービス契約者は加入契約が解除されたときは、ＭＩＣＳが提供したＤＳＬ機器をＭＩＣＳに返還するものとしま

す。 

第２２条（ＤＳＬ機器に異常が生じた場合の措置） 

ＤＳＬサービス契約者は、ＭＩＣＳが提供したＤＳＬ機器の利用につき次のことを守るものとします。 

（１）ＭＩＣＳの承諾がある場合を除き、ＤＳＬ機器の移動、取りはずし、変更、分解又は損壊をしないこと。 

（２）ＤＳＬ機器を善良な管理者の注意をもって管理すること。 

2     ＤＳＬサービス契約者は、ＤＳＬ機器に故障が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。 

3    前項の通知があったときは、当社の社員又は当社が指定する業者がその原因を調査し、及び当該装置の修理を行

うものとします。 

4     第２項の故障がＤＳＬサービス契約者の責に帰すべき事由により生じたとき又はお買い上げを戴いたＤＳＬ機器、

当該故障の調査及び修理に関して要した費用は、ＤＳＬサービス契約者に負担していただきます。 

5     第３項の調査の結果、ＤＳＬ機器に故障がないことが明らかとなったときは、ＤＳＬサービス契約者は、ＭＩＣＳに対し

当該調査に関して要した費用を支払うものとします。 

第２３条(ＤＳＬ機器に異常がある場合の検査) 

ＭＩＣＳは、契約者回線に接続されているＤＳＬ機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に

支障がある場合において必要があるときは、ＤＳＬサービス契約者に、そのＤＳＬ機器の接続が別表２の技術基準及

び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、ＤＳＬサービス契約者は

正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾してい

ただきます。 

2    前項の検査を行う場合、ＭＩＣＳの係員は、所定の証明書を提示します。 
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3    第 1 項の検査を行った結果、ＤＳＬ機器が別表 2 の技術基準及び技術的条件に適合していると認められないとき

は、ＤＳＬサービス契約者は、そのＤＳＬ機器を契約者回線からとりはずしていただきます。 

4   ＤＳＬサービス契約者はＭＩＣＳに対して当該調査に要した費用は支払うものとします。 

第５章 回線相互接続 
第２４条(自営電気通信設備の接続) 

ＤＳＬサービス契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介し

て、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成

する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項を記載したMICS所定の書面によりその接続

の請求をしていただきます。 

2     ＭＩＣＳは、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 

(1)その接続が別表２の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。 

(2)その接続によりＭＩＣＳの電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受け

たとき。 

3     ＭＩＣＳは、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、

その接続が別表２の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。 

4     前項の検査を行う場合、ＭＩＣＳの係員は、所定の証明書を提示します。 

5     ＤＳＬサービス契約者は、工事担任者規則第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に

自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条

で定める場合は、この限りではありません。 

6     ＤＳＬサービス契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱いま

す。 

7     ＤＳＬサービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、ＭＩＣＳに通

知していただきます。       

8      ＤＳＬサービス契約者はＭＩＣＳに対して当該調査に要した費用は支払うものとします。 

第２５条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査) 

契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支

障がある場合の検査については、第 23 条(ＤＳＬ機器に異常がある場合の検査)の規定に準じて取り扱います。 

第２６条(他社回線の接続) 

ＤＳＬサービス契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介し

て、契約者回線とＭＩＣＳ以外の第１種電気通信事業者が設置する電気通信回線(以下「他社回線」といいます。) 

との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、そ

の接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について

記載したＭＩＣＳ所定の書面をＭＩＣＳに提出していただきます。 

2     ＭＩＣＳは、前項の請求があったときは、その接続に関し、その第１種電気通信事業者の承諾が得られない場合を

除いて、その請求を承諾します。 

第２７条(他社回線接続の変更) 

ＤＳＬサービス契約者は前条において届け出た内容を変更しようとするときは、速やかにその旨をＭＩＣＳに通知す

るものとします。 

第２８条(他社回線接続の廃止) 

ＤＳＬサービス契約者は第２６条(他社回線の接続)の規定により届け出た内容を廃止しようとするときは、速やか

にその旨をＭＩＣＳに通知するものとします。 

第６章 利用中止及び利用停止 
第２９条(利用中止) 

ＭＩＣＳは、次の場合には、DSL サービスの利用を中止することがあります。 

（1）ＭＩＣＳの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 

（2）第３２条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。 

2  ＭＩＣＳは、前項の規定によりＤＳＬサービスの利用を中止するときは、予めそのことをＤＳＬサ-ビス契約者にお知ら     
せします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

第３０条(利用停止) 

ＭＩＣＳは、ＤＳＬサービス契約者が次のいずれかに該当するときは、6 か月以内でＭＩＣＳが定める期間、そのＤＳ

Ｌサービスの料金その他の債務（この約款の規定により、支払いを要することとなったＤＳＬサービスの料金、工事に

関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします｡) を支払わないときは、
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その料金その他の債務が支払われるまでの間 ､そのＤＳＬサービスの利用を停止することがあります。 

(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 

(2)第 51 条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反したとき。 

(3)契約者回線に、ＤＳＬ機器、自営電気通信設備、他社回線又はＭＩＣＳの提供する電気通信サービスに係る電

気通信回線をＭＩＣＳの承諾を得ずに接続したとき。 

(4)第 23 条（DSL 機器に異常がある場合の検査）若しくは第２５条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検

査)の規定に違反してＭＩＣＳの検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果別表２の技術基準及び技

術的条件に適合していると認められないＤＳＬ機器若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさな

かったとき。 

2  ＭＩＣＳは、前項の規定によりＤＳＬサービスの利用停止をするときは、予めその理由、利用停止をする日及び期間
をＤＳＬサービス契約者に通知します。 

第７章 通 信 
第３１条(通信の条件) 

ＤＳＬサービスの DSL 回線から収容ＤＳＬサービス取扱所に接続して行う通信は、ＭＩＣＳが別に定めるところに従

って契約者識別符号及びＤＳＬモデム識別符号を送信することにより行うことができます。 

第３２条(通信利用の制限等) 

ＭＩＣＳは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の

予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信

及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線に係る通信につ

いて、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(ＭＩＣＳがそれらの機関との協議により定めたものに限りま

す。) 以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。 

機 関 名 

気象機関 

水防機関 

消防機関 

災害救助機関 

警察機関(海上保安庁の機関を含みます。以下同じとします。) 

防衛機関 

輸送の確保に直接関係がある機関 

通信の確保に直接関係がある機関 

電力の供給の確保に直接関係がある機関 

ガスの供給の確保に直接関係がある機関 

水道の供給の確保に直接関係がある機関 

選挙管理機関 

別表１の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 

預貯金業務を行う金融機関 

国又は地方公共団体の機関 

2   通信が著しく輻輳したとき又はその通信が発信者により予め設定された数を超える交換設備を経由することとなるとき

は、通信が相手先に着信しないことがあります。 

第 8 章 料金等 
第１節 料金及び工事に関する費用 
第３３条(料金及び工事に関する費用) 

ＭＩＣＳが定める DSL サービスの料金及び工事に関する費用は、届出料金表(以下「料金表」といいます。) に規定

するほか、事業法施行規則第 19 条の 2 に基づきＭＩＣＳが別に定める料金とします。  

第２節 料金等の支払義務 
第３４条(定額利用料等の支払義務) 

契約者は、その契約に基づいてＭＩＣＳが契約者回線又はＤＳＬ機器若しくは付加機能の提供を開始した日から起

算して、契約の解除又はＤＳＬ機器若しくは付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解

除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。) について、料金表に規定する料金 (以下この

条において「定額利用料等」といいます。) の支払を要します。 
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2   前項の期間において、利用の一時中断等によりＤＳＬサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の

支払は、次によります。 

(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の定額利用料等の支払を要します。 

(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の定額利用料等の支払を要します。 

(3)前 2号の規定によるほか、契約者は次の場合を除き、ＤＳＬサービスを利用できなかった期間中の定額利用料等

の支払を要します。 

区     別 支払を要しない料金 

1 契約者の責めによらない理由により、そのＤＳＬサービスを全く

利用できない状態(その契約に係る電気設備によるすべての通信

に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態とな

る場合を含みます。) が生じた場合 で協定事業者または特定協

定事業者の原因によらない場合 に、そのことをＭＩＣＳが知った

時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 

そのことをＭＩＣＳが知った時刻以後の利用

できなかった時間(24時間の倍数である部分

に限ります。) について、24 時間ごとに日数

を計算し、その日数に対応するそのＤＳＬサ

ービスについての定額利用料金等 

2 第 12 条（利用休止）の規定による利用の休止期間が発生した

とき。 

利用の休止を開始した日から起算し、再び

利用できる状態とした日の前日までの日数

に対応するそのＤＳＬサービスについての定

額利用料金等 

3   ＭＩＣＳは、支払を要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金をお返しします。 

4   ＭＩＣＳは特殊な場合を除き、原則として契約者に対し、請求書の発行は行わないものとします。 

第３５条 (工事費の支払義務) 

ＤＳＬサービス契約の申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、ＤＳＬ契約者は、ＭＩＣＳが別に定め

る工事費に係る料金表に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事

の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。) があった場合は、この限りではありません。この場合、既に

その工事費が支払われているときは、ＭＩＣＳは、その工事費を返還します。 

2   ＤＳＬサービス契約の解除等によりＭＩＣＳが設置した電気通信設備等の撤去を行う場合は、ＤＳＬサービス契約者は、

ＭＩＣＳが別に定める工事費に係る料金表に規定する工事費の支払いを要します。 

3   工事の着手後完了前に解除等があった場合は、第1項の規定にかかわらず、サービス契約者は、その工事に関して

解除等があったときまでに着手した工事の部分について、ＭＩＣＳが別に算定した額を負担していただきます。この場

合において、負担を要する費用の額は、別に算定した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

第３６条(料金等の減免) 

ＭＩＣＳは、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定に関わらず、臨時に、その料金または

工事に関する費用を減免することがあります。 

2  ＭＩＣＳは、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、関係のＭＩＣＳに掲示する等の方法により、そのことをお
知らせします。 

第３節 料金の計算及び支払い 
第３７条(料金の計算方法等) 

ＭＩＣＳは、ＤＳＬサービス契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は(以下この条において「定額

利用料等」といいます。) 暦月 に従って計算します。 

2    ＭＩＣＳは、次の場合が生じたときは、定額利用料等をその利用日数に応じて日割りします。 

(1)暦月の初日以外の日にＤＳＬサービスの提供の開始(付加機能又はＤＳＬ機器の提供についてはその提供開

始)があったとき。 

(2)暦月の初日以外の日にＤＳＬサービス契約の解除(付加機能又はＤＳＬ機器の提供についてはその廃止)があ

ったとき。 

(3)暦月の初日にＤＳＬサービスの提供の開始(付加機能又はＤＳＬ機器の提供についてはその提供開始)を行い、

その日にその契約の解除(付加機能又はＤＳＬ機器についてはその廃止)があったとき。この場合の利用日数は1日

とみなします。 

(4)暦月の初日以外の日に付加機能の変更等により定額利用料等の額が増加又は減少したとき。この場合、増

加又は減少後の定額利用料等は、その増加又は減少のあった日から適用します。 

(5)第３４条(定額利用料等の支払義務)第 2 項第 3号の表の規定に該当するとき。 

3     第 2 項の規定による定額利用料等の日割りは暦日数により行います。この場合、第 39 条第 2 項第 3 号の表の 1

欄に規定する料金の算出にあたっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する日とみなしま
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す。 

第３８条(課金開始日) 

ＤＳＬサービスの利用料金の開始日は、ＤＳＬサービス契約に基づき、契約者回線の電気通信設備の設置した、 

その翌日をもって契約サービスの開始日とし、その日を課金開始日とします。 

第３９条 (料金等の支払い) 

ＤＳＬサービス契約者は、料金及び工事に関する費用について、ＭＩＣＳが定める期日までに、ＭＩＣＳ又はＭＩＣＳが

指定する金融機関等において支払っていただきます。もしくはMICSが指定するクレジットカードの範囲内でかつ契

約者が指定するクレジットカードで、クレジット会社の規約に基づき、お支払いいただきます。ただし、料金表に特段

の支払いを方法の定めがあるときは、その定めるところによります。 

2    料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 

第４節 割増金及び延滞利息 
第４０条(割増金) 

ＤＳＬサービス契約者は、料金又は工事に関する費用の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その

免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。) の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金と

して、ＭＩＣＳが別に定める方法により支払っていただきます。 

第４１条(延滞利息) 

ＤＳＬサービス契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。) について支払期日を経過してもなお支払

いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14．5％の割合で計算して得

た額を遅延損害金としてＭＩＣＳが別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算

して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。 

第５節 端数処理 
第４２条(端数処理) 

ＭＩＣＳは、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てま

す。 

第９章 保 守 
第４３条(ＭＩＣＳの維持責任) 

ＭＩＣＳは、ＭＩＣＳの設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合する

よう維持します。 

第４４条(契約者の維持責任) 

ＤＳＬサービス契約者は、その契約者回線に接続されているＤＳＬ機器又は自営電気通信設備を、別表２の技術基

準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。 

第４５条(ＤＳＬサービス契約者の切分責任) 

ＤＳＬ契約者は、ＤＳＬ機器又は自営電気通信設備(ＭＩＣＳが別に定めるところによりＭＩＣＳと保守契約を締結して

いるＤＳＬ機器又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。) が契約者回線に接続され

ている場合であって、契約者回線その他ＭＩＣＳの電気通信設備を利用することができなくなった ときは、そのＤＳ

Ｌ機器又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、ＭＩＣＳに修理の請求をしていただきます。 

2    前項の確認に際して、ＤＳＬサービス契約者から請求があったときは、ＭＩＣＳは、ＭＩＣＳにおいて ＭＩＣＳが別に定

める方法により試験を行い、その結果をＤＳＬサービス契約者にお知らせします。 

3    ＭＩＣＳは、前項の試験によりＭＩＣＳが設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、 ＤＳＬサー

ビス契約者の請求によりＭＩＣＳの係員を派遣した結果、故障の原因がＤＳＬ機器又は自営電気通信設備にあったと

きは、ＤＳＬサービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額

は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

第４６条(修理又は復旧の順位) 

ＭＩＣＳは、ＭＩＣＳの設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧すること

ができないときは、第 32 条（通信利用の制限等）の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順

位に従ってその契約者回線に係る電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第 1 順位及び第

2順位の電気通信設備は、同条の規定によりＭＩＣＳがそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 

順  位 修理又は復旧する電気通信設備 
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1 気象機関に設置されるもの 

水防機関に設置されるもの 

消防機関に設置されるもの 

災害救助機関に設置されるもの 

警察機関に設置されるもの 

防衛機関に設置されるもの 

輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

2 ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

選挙管理機関に設置されるもの 

別表１の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの 

預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 

国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第 1 順位となるものを除きます。) 

3 第 1 順位及び第 2順位に該当しないもの 

第４７条(修理又は復旧の場合の暫定措置) 

ＭＩＣＳは、ＭＩＣＳの設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、

暫定的にその収容ＤＳＬサービス取扱所を変更することがあります。 

第１０章 損害賠償 
第４８条(責任の制限) 

ＭＩＣＳは、ＤＳＬサービスを提供すべき場合において、協定事業者または特定協定事業者の理由でなく、ＭＩＣＳの

責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのＤＳＬサービスが全く利用できない状態（その契約に係る

電気通信設備により全ての通信が著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度）として、24 時間以上その状態

が連続したときに限り、ＤＳＬサービス契約者の損害を賠償します。 

2   前項の場合において、ＭＩＣＳは、ＤＳＬサービスが全く利用できない状態にあることをＭＩＣＳが知った時刻以後のそ

の状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。) について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に

対応するそのＤＳＬサービスに係る別に定める料金表に規定する料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限

って賠償します。 

3   前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、第３７条(料金の計算方法等)第 3 項及び第４２

条(端数処理)の規定に準じて取り扱います。 

4   第 1 項の場合において、ＭＩＣＳの故意又は重大な過失によりＤＳＬサービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規

定は適用しません。 

第４９条(免責) 

ＭＩＣＳは、ＤＳＬサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、Ｄ

ＳＬサービス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によ

るものであるときは、その損害を賠償しません。 

2     ＭＩＣＳは、この約款等の変更によりＤＳＬ機器又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において 「改

造等」といいます。) を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、

別表技術的条件の規定の変更(取扱所交換設備変更に伴う技術的条件規定の適用の変更を含みます。)により、現

に契約者回線に接続されているＤＳＬ機器又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、ＭＩＣＳは、その改造

等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。 

第１１章 雑 則 
第５０条(承諾の限界) 

ＭＩＣＳは、ＤＳＬサービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困

難なとき又は保守することが著しく困難である等ＭＩＣＳの業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないこ

とがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがあ

る場合には、その定めるところによります。 

第５１条(利用に係る契約者の義務) 

ＭＩＣＳは、ＤＳＬサービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、ＤＳＬサービス契約者が所有若しくは占
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有する敷地、家屋、構築物を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他利害関係人があるときは、

当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとします。 

2     ＤＳＬサービス契約者は、ＭＩＣＳ又はＭＩＣＳの指定する業者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため設備

に係る敷地、家屋、構築物への立ち入りを求めた場合は、協力をするものとします。 

3     ＤＳＬサービス契約者は、ＭＩＣＳから発行されたアカウント名及びパスワードの管理の責任を負うものとします。アカ

ウント名及びパスワードを忘れた場合は、速やかにＭＩＣＳに届け出るものとします。 

4     ＤＳＬサービス契約者は、次のことを守っていただきます。 

(1) ＤＳＬサービス契約者は、違法に、又は公序良俗に反する態様において DSL サービスを利用しないこととし、Ｄ

ＳＬサービスにおいて文章、写真、ソフトウェア等を公開する場合には、第三者の著作権、その他権利を侵害しな

いものとします。 

(2)ＭＩＣＳがＤＳＬサービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損

壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する

必要があるとき又はＤＳＬ機器若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限り

でありません。 

(3)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 

(4)ＭＩＣＳが業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、ＭＩＣＳがＤＳＬサービス契約に基づき設置した電気

通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 

(5)ＭＩＣＳがＤＳＬサービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。 

5     ＤＳＬサービス契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を忘失し、又はき損したときは、ＭＩＣＳが指定する

期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 

第５２条(技術的事項及び技術資料の閲覧) 

ＤＳＬサービスにおける基本的な技術的事項は、別表４のとおりとします。 

2    ＭＩＣＳは、ＭＩＣＳのＤＳＬサービス取扱所において、ＤＳＬサービスを利用するうえで参考となる別表４の事項を記載

した技術資料を閲覧に供します。 

第１２章 附帯サービス 
第５３条（ＩＰアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等） 

ＭＩＣＳは、ＤＳＬサービス契約者から請求があったときは、ＭＩＣＳが別に定めるところにより、そのＤＳＬサービス契約

者に代わってＪＰＮＩＣまたはＪＰＲＳ等にその契約者回線で使用するＩＰアドレスの割当て若しくは返却又はドメイン名の

割当 て、変更若しくは廃止の申請手続き等を行います。この場合、DSL サービス契約者は、ＪＰＮＩＣまたはＪＰＲＳ等に

対して支 払いを要することとなる金額についてＭＩＣＳが代位弁済することを承諾していただきます。 

2   前項の場合、ＤＳＬサービス契約者は、ＭＩＣＳが別に定めるところにより、料金表（申請手続き代行料等）に規定する

手数料を支払っていただきます。 

3    ＭＩＣＳは一部のサービスにおいて、ＭＩＣＳの指定するドメイン名を使用していただきます。 

4    ＭＩＣＳが貸与したＩＰアドレス以外はＭＩＣＳのＤＳＬサービスに利用することが出来ません。 

5    ＭＩＣＳが貸与したＩＰアドレスはＪＰＮＩＣより当社が借用しているため、ＪＰＮＩＣ及びＭＩＣＳの事情により変更する事が

あります。ＩＰアドレス変更による契約者側で発生した費用についてＭＩＣＳは負担致しません。 

6    ＭＩＣＳが貸与したＩＰアドレスはＭＩＣＳとの契約が解除された時は返却していただきます。 

料金表 
通 則 
(料金表の適用) 

1.  ＤＳＬサービスに関する料金及び工事に関する費用は、この料金表に規定するほか、電気通信事業施行規則第19条の

2 に基づきＭＩＣＳが別に定めるところにより適用します。 

(料金等の変更) 

2.  当社は、ＤＳＬサービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがあります。この場合には、変更後の料金及

び工事に関する費用によります。 

(消費税表示について) 

3. この料金表に係る料金及び工事に関する費用について支払いを要する額は、料金表に規定する額とする。料金表は「総
額表示方式」（消費税相当を加算した額）とします。 

(料金等の臨時減免) 

4. 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、料金表又は約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又
は工事に関する費用を減免することがあります。 

（最低利用期間） 
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5.  当社は、ＤＳＬサービスの動的 IP 付与サービスは 3 ヵ月間、固定 IP 付与サービスは 1 年間の最低利用期間を設定させ

て戴きます。最低利用期間内に解約の申し込みがなされても、期日までの利用料金を支払って戴きます。 

第 1 表 ＤＳＬサービス料金 
１． 適 用 

ＤＳＬサービス契約の料金は、種類、品目別に定める定額利用料金を適用する。 

２． 定額利用料 

種

類 
品 目 区    分 単  位 料金額 

MICS 

＠ＤＳＬ1.5 

 

電子メール利用料（１の電子メールアドレスおよび電

子メール蓄積容量 100ＭＢ、メール保存期間 3 ヶ月）

ホームページ蓄積容量 100ＭＢ 

ＤＳＬ機器に DHCP によるグローバルＩＰアドレス１個 

網内利用料金および網外従量利用料金は定額利用

料金に含みます。 

１の契約者識

別符号ごとに

月額 

 2,079 円 

 

個

人 

MICS 

＠ＤＳＬ8.0 

電子メール利用料（１の電子メールアドレスおよび電

子メール蓄積容量 100ＭＢ、メール保存期間 3 ヶ月）

ホームページ蓄積容量 100ＭＢ 

ＤＳＬ機器に DHCP によるグローバルＩＰアドレス１個 

網内利用料金および網外従量利用料金は定額利用

料金に含みます。 

１の契約者識

別符号ごとに

月額 

3,675 円 

Business 

＠DSL1.5 

電子メール利用料（２の電子メールアドレスおよび電

子メール蓄積容量 100ＭＢ、メール保存期間 3 ヶ月）

ホームページ利用料（ホームページ蓄積容量 100Ｍ

Ｂ） 

グローバルIPアドレス固定8個（ＤＳＬ機器等に3個、

クライアントに 5 個） 

網内利用料金および網外従量利用料金は定額利用

料金に含みます。 

１の契約者識

別符号ごとに

月額 

12,600 円

ビ

ジ

ネ

ス 

Business 

＠DSL8.0 

電子メール利用料（２の電子メールアドレスおよび電

子メール蓄積容量 100ＭＢ、メール保存期間 3 ヶ月）

ホームページ利用料（ホームページ蓄積容量 100Ｍ

Ｂ） 

グローバルIPアドレス固定8個（ＤＳＬ機器等に3個、

クライアントに 5 個） 

網内利用料金および網外従量利用料金は定額利用

料金に含みます。 

１の契約者識

別符号ごとに

月額 

25,200 円

 

備考 

1. 本サービスの通信速度は規格上の最高速度であり、特定協定事業者交換所から
の距離やケーブル品質により規格通りの速度が出ない場合があります。 

2. 回線利用料は特定協定事業者との契約により必要です。 
3. 申込者は当社が指定するDSL機器等（DSLモデム及びスプリッタ）を別途準備す
る必要があります。 

4.  本サービスに係る通信は、申込者が設置された DSL 機器等と特定協定事業者

が提供するDSL回線経由、当社の光ファイバー網と相互接続点、NSPIXPとの接

続点または分界点の間において行うことができます。 

この場合において、当社は相互接続点、NSPIXPとの接続点または分界点を介し

て接続している電気通信設備および特定協定事業者内の電気通信設備の品質

を保証するものではありません。 

第２表 機器使用料または機器お買い上げ料 
１． 適 用 

 ＤＳＬサービス契約に係るＤＳＬ回線に接続するＤＳＬ機器の提供またはお買い上げに適用します。 

２． 機器使用料または機器お買い上げ料 
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第３表 初期費用 
１． 適 用 

定額の初期費用を適用します。 

２． 初期費用 

区    分 単    位 種   類 料金額 

個人サービス  10,500 円ＭＩＣＳがＤＳＬサービス契約の申込を承諾

したとき 

１のＤＳＬサービス契約ごと

に 法人サービス  10,500 円

３． ＭＩＣＳは、約款第３８条(課金開始日)に規定する課金開始日以前に契約の申込みの解除があり、既に初期費用が支払

われている場合は、初期費用をお返しします。 

４． 前項の場合を除き、ＭＩＣＳは、初期費用はお返ししません。 

第４表 工事に関する費用 
１． 適 用 

加入形態及び工事の種類により別途実費にて算出させていただきます。 

第５表 付加機能利用料 
１． 適 用 

付加機能別に定める定額料金を適用します。 

料金は月額で定額料金を請求し、月途中でご利用開始または契約解除の場合でも月額利用料の全額支払いが必要で

す。 

２． 付加機能利用料 

種

類 

品 目 区    分 単  位 料金額 

MICS 

＠ＤＳＬ1.5 

 

DSL 機器 

（スプリッタ、モデム） 
1 台ごとに 

月額利用料 525 円

または 

お買い上げ 

15,750 円 
個

人 

MICS 

＠ＤＳＬ8.0 

DSL 機器 

（スプリッタ、モデム） 
1 台ごとに 

月額利用料 

525 円 

または 

お買い上げ 

31,500 円 

Business 

＠DSL1.5 

DSL 機器 

（スプリッタ、モデム） 
1 台ごとに 

月額利用料 525 円

または 

お買い上げ 

15,750 円 
ビ

ジ

ネ

ス Business 

＠DSL8.0 

DSL 機器 

（スプリッタ、モデム） 
1 台ごとに 

月額利用料 

525 円 

または 

お買い上げ 

31,500 円 

備考 ＤＳＬ機器は当社指定品のみご利用いただけます。 
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第６表 追加手数料 
１． 適 用 

付加機能の追加、工事等による機能追加に定額料金を適用します。 

２． 追加手数料 

区    分 単      位 料金額 

法人手数料 
1 契約ごと法人サービス開始時またはＤＳＬサービス利

用料品目の変更時に請求ごとに 
10,500 円

追加手数料 付加機能に係る請求ごとに 1,050 円

第７表 付帯サービス料金表 
(契約約款の適用) 

１． ＤＳＬサービスに関するＩＰアドレス又はＪＰドメイン名に係る申請手続きの代行等に関する費用はＭＩＣＳ約款第５３条及び

電気通信事業法施行規則第 19 条の 2 に基づき次のように定めます。 

(費用) 

２． ＭＩＣＳは、ＤＳＬサービス契約者に代わって日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「ＪＰＮＩＣ」)または株式会社

日本レジストリサービス（以下「ＪＰＲＳ」）にその契約回線で使用するＩＰアドレスの割当て若しくは返却又はＪＰドメイン名取

得、変更若しくは廃止の手続き等を行います。ＭＩＣＳは、この申請手続き代行料を料金表として定めます。 

(費用の代位弁済) 

３． ＤＳＬサービス契約者は、ＪＰＮＩＣまたはＪＰＲＳに対して支払いを要することとなる金額について、ＭＩＣＳが代位弁済する

ことを承諾していただきます。 

(料金表等の変更) 

４． ＭＩＣＳは、料金表を変更することがあります。この場合には料金等は変更後の料金表によります。 

(消費税表示について) 

5.  この料金表に係る料金及び工事に関する費用について支払いを要する額は、料金表に規定する額とする。料金表示は

｢総額表示方式｣(消費税相当額を加算した額)とします。 

(ＩＰアドレス又はドメイン名に係る申請手続き代行等料金) 

区    分 単    位 料金額 

区     分 単     位 料金額 

も
ば
い
る

m
ics 

1 のマルチメディア通信網サービス契約に含

める1のアクセスポイント（岡崎市内）接続サー

ビス 

加算額（同時接続パソコン 1 台ごと） 525 円

も
ば
い
る

+
1
 

 

1 のマルチメディア通信網サービス契約に含

める 1 のモバイル網よりの IP 接続サービス 

 

加算額（モバイル 1 回線ごとに同時接続パ

ソコン１台毎） 
315 円

モ
バ
イ
ル
網
接
続
機
能 も
ば
い
る

+
A
IR
 

1 のマルチメディア通信網サービス契約に含

める 1の定額料金モバイル網よりの IP接続サ

ービス 

加算額（モバイル 1 回線ごとに同時接続パ

ソコン１台毎） 
1,050 円

1 のマルチメディア通信網サービス契約に含

める１の電子メールアドレスの他に契約者の

請求に基づき電子メールを追加するサービス

基本額（当社が割り当てている、１の電子メ

ールアドレス。（電子メール蓄積容量 100Ｍ

Ｂ、メール保存期間 3 ヶ月ごとに月額） 

315 円
電
子
メ
ー
ル
機
能 

1の電子メールアドレスに係る電子メール蓄積

容量を増加するサービス 

加算額（追加電子メール蓄積容量 10MBご

とに月額） 
1,050 円

ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

機
能 

1のホームページアドレスに係るデータ蓄積

容量を追加するサービス 

加算額（追加データ蓄積容量 100MB ごと

に月額） 
1,050 円

備
考 

1. 当社は、当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき、その他当社の業務に遂行
上著しい支障があるときは、現に蓄積している電子メール情報、ホームページ情報を消去する場合が

あります。この場合当社はあらかじめそのことを契約者に通知します。 
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ＩＰアドレス割当て申請手数料 1 の申請ごとに 6,300 円

ドメイン割当て申請手数料 1 の申請ごとに 6,300 円

(ドメイン維持管理料金) 

区    分 単    位 料金額 

ドメイン維持管理料 1 のドメインごとに月額 1,050 円

別表１ 新聞社等の基準 
 区  分 基  準 

1.新聞社 

次の基準をすべて備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 

(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的としてあま
ねく発売されること。 

(2) 発行部数が１の題号について、8,000 部以上であること。 
2.放送事業者 電波法（昭和 25 年法律第 131 号）の規定により放送局の免許を受けた者 

3.通信社 

新聞社または放送事業者のニュース（1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または

放送事業者が放送する為のニュースまたは情報（広告は除く）を供給する事を主な目的とする通

信社。 

別表２ 自営端末設備又は自営電気通新設備が適合すべき技術基準及び技術的条件 
区  分 技 術 基 準 技 術 的 条 件 

ＤＳＬサービス 
端末設備等規則 

(昭和 60 年郵政省令第 31 号) 

ＤＳＬサービスに係るＤＳＬ設備等の接続の技術的条

件 

別表３ 協定事業者 
1. 三菱電機情報ネットワーク株式会社 
2. 西日本電信電話株式会社 
3. ＫＤＤＩ株式会社 
4. ＫＭＮ株式会社 
5. 株式会社東海デジタルネットワークセンター 

別表３の１特定協定事業者 
1. 西日本電信電話株式会社 

別表４ ＤＳＬサービスにおける基本的な技術的事項 

物理的条件 ＩＳＯ8877(8 ﾋﾟﾝﾓｼﾞｭﾗｰｺﾈｸﾀ)に準拠 

電気的条件 Ethernet ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 2(10Base-T)準拠 Fast Ethernet（100BASE-TX）準拠 

別表５ 技術資料項目 

1 電気通信回線設備と端末設備の分界点 

2 物理的条件  

3 電気的特性 

4 論理的接続条件 

5 基本的な通信形態とインターフェイス 

6 各種選択事項と付加機能 

附則 
附則(平成 18 年 8 月 1 日) 

(実施期日) 

1. この約款は、平成 18 年 8 月 1 日より実施します。 
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ミクスネットワーク株式会社 
〒444-2137 岡崎市薮田一丁目 1番地 5 

電話：0564-25-5077（技術部） 

電話：0564-25-2490（営業部） 

FAX：0564-87-5941 

mail：info@catvmics.ne.jp 

URL：http://www.catvmics.ne.jp 

営業時間：9：00～18：00 


